
防衛庁訓令第４３号

防衛庁所属行政財産の管理に関する訓令を次のように定める。

昭和３１年７月２３日

防衛庁長官 船 田 中

防衛省所管国有財産の管理に関する訓令

改正 昭和４０年 １月 ８日庁訓第 ２号

昭和４１年 ６月 ７日庁訓第 ２０号

昭和４３年 ６月１１日庁訓第 ２１号

昭和５１年 １月２７日庁訓第 １号

昭和５２年 ７月 １日庁訓第 ２７号

昭和５９年 ６月３０日庁訓第 ３７号

昭和６０年 ４月 ６日庁訓第 １９号

平成 ４年 ６月２６日庁訓第 ４７号

平成 ９年 ６月３０日庁訓第 ３１号

平成１３年 １月 ６日庁訓第 ２号

平成１４年 ３月２７日庁訓第 １９号

平成１８年 ７月２８日庁訓第 ８３号

平成１９年 １月 ５日庁訓第 １号

平成１９年 ８月３１日省訓第１５９号

平成２３年 ８月１５日省訓第 ３０号

平成２７年１０月 １日省訓第 ３９号

令和 ２年 ３月３０日省訓第 １９号

令和 ３年 ６月３０日省訓第 ３２号

令和 ６年 ３月 ８日省訓第 ８号

（趣旨）

第１条 この訓令は、防衛省所管の国有財産管理につき必要な事項を定めるものとする。

（審査）

第２条 防衛大臣は、部局長が、法令の規定により、国有財産に関し防衛大臣に対して行

う申請等について実体的審査及び財産管理上の審査を行う。

（防衛政策局戦略企画参事官の所掌事務）

第３条 防衛政策局戦略企画参事官においては、防衛研究所に所属する著作権（教育訓練

に関するものを除く。）で国有財産であるものにつき前条に規定する実体的審査（以

下単に「実体的審査」という。）に関する事務をつかさどる。

（人事教育局人材育成課の所掌事務）

第４条 人事教育局人材育成課においては、防衛研究所に所属する教育訓練に関する著作

権で国有財産であるものにつき実体的審査に関する事務をつかさどる。



（人事教育局衛生官の所掌事務）

第５条 人事教育局衛生官においては、その所掌の特許権、実用新案権及び意匠権で国有

財産であるものにつき実体的審査に関する事務をつかさどる。

（整備計画局施設整備官の所掌事務）

第６条 整備計画局施設整備官においては、次の事務をつかさどる。

（１）土地及び施設に関する実体的審査に関すること（地方協力局環境政策課及び労務管

理課並びに防衛装備庁装備政策部装備政策課の所掌に属するものを除く。）。

（２）国有財産に関する報告の取りまとめに関すること。

（３）第２条に規定する財産管理上の審査（第１０条において単に「財産管理上の審査」

という。」）に関すること。

（４）前３号に掲げるもののほか、国有財産の管理の総括に関すること。

（地方協力局環境政策課の所掌事務）

第７条 地方協力局環境政策課においては、次に掲げる土地及び施設につき実体的審査に

関する事務をつかさどる。

（１）自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の運用に資するための国有財

産

（２）駐留軍の用に供するために取得した国有財産

（３）駐留軍が所有していた財産で国庫に帰属した国有財産

（地方協力局労務管理課の所掌事務）

第８条 地方協力局労務管理課においては、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構が

行う独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４６条の２第１項の規定に

よる不要財産の国庫納付（不動産及びその従物に係るものに限る。）に係る国有財産

につき実体的審査に関する事務をつかさどる。

（防衛装備庁装備政策部装備政策課の所掌事務）

第９条 防衛装備庁装備政策部装備政策課においては、防衛省が調達する装備品等の開発

及び生産のための基盤の強化に関する法律（令和５年法律第５４号）の規定により取

得し、及び管理の委託を行う指定装備品製造施設等で国有財産であるものにつき実体

的審査に関する事務をつかさどる。

（防衛装備庁プロジェクト管理部事業計画官及び事業監理官並びに技術戦略部技術計画

官の所掌事務）

第１０条 防衛装備庁プロジェクト管理部事業計画官及び事業監理官並びに技術戦略部技

術計画官においては、その所掌の装備品等並びに特許権、実用新案権及び意匠権で国有

財産であるものにつき実体的審査に関する事務をつかさどる。

（審査の順序）

第１１条 実体的審査は、財産管理上の審査に先立つて行うものとする。

附 則

この訓令は、昭和３１年７月２３日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日省訓第３９号）（抄）

（施行期日）

第１条 この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。



附 則（令和２年３月３０日省訓第１９号）

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和３年６月３０日省訓第３２号）

この訓令は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和６年３月８日省訓第８号）

この訓令は、令和６年３月８日から施行する。


